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四
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六
月
二
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日
開
催
の
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
に
て
提
示
さ

れ
た
財
務
省
主
計
局
作
成
「
社
会
保
障
」
と
題
す
る
資
料
の
内
容
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
柚
木
道
義
君
提
出
平
成
二
十
七
年
四
月
二
十
七
日
開
催
の
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
に
て
提

示
さ
れ
た
財
務
省
主
計
局
作
成
「
社
会
保
障
」
と
題
す
る
資
料
の
内
容
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
八
九
第
二
二
七
号
）
に
お
い
て
は
、
お
尋
ね
の
資
料
（
以
下
「
資

料
」
と
い
う
。
）
が
、
有
価
証
券
報
告
書
等
か
ら
得
ら
れ
る
公
表
可
能
な
デ
ー
タ
を
基
に
、
保
険
薬
局
に
お
け
る
保
険
調
剤
事

業
を
含
む
全
事
業
か
ら
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
内
部
留
保
額
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
一
般
的
な
経
営
状
況
」
と
お
答
え

し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
該
保
険
薬
局
は
、
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に

規
定
す
る
保
険
薬
局
を
意
味
し
て
い
る
。

ま
た
、
資
料
は
、
保
険
薬
局
に
お
け
る
保
険
調
剤
事
業
以
外
の
事
業
の
在
り
方
を
議
論
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
調
剤

技
術
料
の
在
り
方
の
審
議
の
参
考
と
し
て
、
調
剤
薬
局
事
業
を
主
要
な
事
業
と
す
る
上
場
企
業
の
う
ち
有
価
証
券
報
告
書
上
の

売
上
高
が
高
い
四
社
の
全
体
的
な
経
営
状
況
を
示
す
た
め
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
有
価
証
券
報
告
書
等
か
ら
得
ら
れ
る
公

表
可
能
な
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
と
の
制
約
は
あ
る
も
の
の
、
財
務
省
と
し
て
一
定
の
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。


